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鹿部町地域おこし協力隊包括支援業務 

仕  様  書 

 

１ 業務目的 

  本件業務は、鹿部町地域おこし協力隊（以下「協力隊」という。）の募集及

び人材確保に関する支援と併せ、委嘱した協力隊の活動に係る支援を包括し

て業務委託することにより、協力隊の資質向上と出口戦略構築を図るととも

に、協力隊の安定的な定着及び定住を促進することを目的とする。 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

３ 業務内容 

  本件業務は、町が任用している現役の協力隊及び今後募集を行う協力隊及

び協力隊予定者を対象として、次の業務を行うものとする。 

  また、鹿部町地域おこし協力隊包括支援業務公募型プロポーザル実施要領

に基づき実施した審査会において、受託者が企画提案した内容は本件業務に

反映したうえで、請け負うものとする。 

  本件業務の実施手法及びスケジュールは、受託者が企画提案した内容によ

るものとし、町及び受託者は業務遂行に際し、随時連絡を取り合い、進捗状況

の確認や手法の調整等を協議するものとする。 

 

 ⑴ 支援対象となる協力隊  

番号 所属部署 年齢 用務 委嘱期間又は予定期間 

現役 １ 食と観光課 60 代以上 体験観光プログラム運営、広報 
令和 ６年 １月１１日から 

令和 ９年 １月１０日まで 

現役 ２ 食と観光課 60 代以上 体験観光プログラム運営、広報 
令和 ６年 ３月 １日から 

令和 ９年 ２月２８日まで 

現役 ３ 子ども教育課 60 代以上 学習支援（数学） 
令和 ７年 ４月 １日から 

令和１０年 ３月３１日まで 

新規 １ 企画振興課 18～60 歳 移住・定住振興 

令和８年４月から随時 

（最長３年間委嘱、年度毎更新） 

新規 ２ 企画振興課 18～60 歳 地域づくり 

新規 ３ 水産経済課 20～45 歳 漁業振興 

新規 ４ 水産経済課 20～45 歳 漁業振興 

新規 ５ 水産経済課 18～55 歳 商工業振興（事業承継） 

新規 ６ 子ども教育課 18 歳以上 学習支援（英語） 

新規 ７ 社会教育スポーツ課 20～40 歳 アントレプレナーシップ振興 
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 ⑵ 業務内容 

  ア 協力隊募集支援業務 

   （ア） 協力隊活用計画の策定 

   （イ） 募集要項及び求人情報等の策定支援 

   （ウ） 募集情報の広報 

   （エ） 選考審査指標の策定 

  イ 新規協力隊及び協力隊予定者受入支援業務 

   （ア） 新規に任用した協力隊、「おためし地域おこし協力隊」及び「地

域おこし協力隊インターン」受入プログラム（以下「受入プログラ

ム」という。）の策定支援 

   （イ） 受入プログラム運用に係る伴走支援 

   （ウ） 受入プログラム参加協力隊へのヒアリング 

  ウ 現役協力隊活動支援業務 

   （ア） 協力隊活動報告会の企画運営（年１回） 

   （イ） 協力隊に対する指導及び助言（月１回）  

   （ウ） 町担当者等に対する相談及び助言（月１回） 

   （エ） 協力隊に対する研修会等の開催運営（年２回） 

  エ その他業務 

    協力隊が円滑に活動できるネットワークづくりの支援 

４ 情報管理及び情報保護対策    

 ⑴ 本業務で取り扱う情報については、個人情報、委託者から貸与された資料

及び情報を適正に管理するものとする。なお、受託者が第三者に解析、集計

等を依頼する場合は、委託者に書面により協議のうえ、承諾を受けなければ

ならない。   

 ⑵ 受託者は、機密情報提供、返却等の授受については、委託者と協議のうえ

行うこと。 

５ 提供資料と取扱い   

  受託者は、提供資料を破損・紛失・盗難などの事故がないように管理し、本 

業務が完了したとき又は本業務の遂行上不要となったときは、速やかに委託者 

へ返却を行うこと。 

６ 守秘義務 

 ⑴ 受託者は、本件業務から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は対処

してはならないものとし、業務で知り得た内容を第三者に開示・漏洩しては

ならず、業務の完了後も同様とする。   

 ⑵ 本件業務で使用する各種資料・データに含まれる情報等、情報の機密性 

が 高く求められる資料を利用するため、紛失又は漏洩の無いように格別な
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注意を払うものとする。 

７ 紛争の回避 

  受託者は、業務の遂行のため他人の土地に立ち入る場合、あらかじめ土地の 

所有者の了解を得るなど、紛争が起こらないように留意すること。 

８ 諸事故の処理 

 ⑴ 受託者は、情報の漏洩を含む諸事故等については、速やかに委託者に連絡

するものとする。   

 ⑵ 本業務によって生じた諸事故及び第三者に与えた損害は、その原因が受

託者による場合、受託者の責任により解決しなければならない。  

 ⑶ ⑴及び⑵の規定は、本件業務係る契約期間の満了後又は契約解除後も同

様とする。 

９ その他 

  本仕様書に記載のない詳細な項目、内容等については、委託者と受託者の協 

議のうえ決定し、委託者の指示を受けるものとする。 

 


